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は
じ
め
に

日
本
眼
科
医
連
盟
が
結
成
さ
れ
た

の
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
に
、
眼
鏡

調
整
士
法
案

(

第
一
次
試
案)

が
橋

本
龍
太
郎
・
丹
羽
雄
哉
両
代
議
士
よ

り
、
日
本
眼
科
医
会
に
持
ち
込
ま
れ

た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
案
は
、

眼
鏡
商
に
医
行
為
で
あ
る
検
眼
を
国

が
認
め
て
資
格
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
通
れ
ば
、
い
ず
れ
米
国

に
あ
る
オ
プ
ト
メ
ト
リ
ス
ト
の
よ
う

な
存
在
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

検
眼
を
巡
る
眼
科
医
と
眼
鏡
商
と

の
確
執
は
、
遠
く
は
明
治
か
ら
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
表
立
っ
た

動
き
が
で
て
き
た
の
は
昭
和
に
入
っ

て
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際

に
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
戦

後
の
目
ざ
ま
し
い
復
興
で
、
日
本
の

生
活
水
準
が
向
上
し
て
く
る
と
と
も

に
眼
鏡
の
需
要
が
伸
び
て
い
っ
た
昭

和
二
十
年
代
後
半
か
ら
で
あ
る
。
眼

鏡
商
の
検
眼
を
違
法
と
し
た
厚
生
省

医
務
局
長
の

｢

昭
和
二
十
六
年
の
回

答
並
び
に
昭
和
二
十
九
年
の
回
答｣

が
そ
れ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

昭
和
三
十
八
年
に
な
る
と
、
眼
鏡

商
に
検
眼
を
認
め
よ
う
と
す
る
眼
鏡

調
整
業
法
案
が
提
起
さ
れ
た
が
、
参

議
院
社
会
労
働
委
員
会
で
審
議
さ
れ

る
直
前
に
廃
案
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

廃
案
に
な
っ
た
理
由
は
、
明
に
さ
れ

て
い
な
い
が
、
細
部
に
亘
っ
て
煮
詰

め
て
あ
り
、
か
な
り
整
備
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

日
本
眼
科
医
会
は
反
対
運
動

を
開
始

そ
の
後
、
昭
和
五
十
九
年
に
な
っ

て
橋
本
龍
太
郎
代
議
士
よ
り
、
日
本

医
師
会
を
通
し
て
日
本
眼
科
医
会
に

対
し
て
眼
鏡
商
に
検
眼
の
権
利
を
法

的
に
与
え
た
い
と
い
う
話
が
内
々
あ
っ

た
。
し
か
し
、
翌
昭
和
六
十
年
早
々

に
突
然
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
法
案

の
形
で
提
案
さ
れ
る
と
は
予
測
し
て

い
な
か
っ
た
。
直
ち
に
緊
急
理
事
会

を
開
催
し
、
こ
の
法
案
に
反
対
す
る

こ
と
を
決
議
し
、
反
対
運
動
を
開
始

し
た
。

当
時
の
羽
生
田

進
会
長
は
、
元

衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
の
で
国
会
議

員
は
も
と
よ
り
各
界
に
知
己
が
多
く
、

そ
れ
ら
の
人
た
ち
と
日
本
眼
科
医
会

と
の
交
流
を
推
進
し
、
そ
の
後
の
日

本
眼
科
医
会
の
活
動
に
貢
献
し
た
。

日
本
眼
科
医
連
盟
を
結
成

日
本
眼
科
医
会
は
、
社
団
法
人
の

た
め
に
政
治
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い

た
の
で
、
政
治
連
盟
を
結
成
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
連
盟
の
設

立
に
向
け
て
準
備
を
す
る
か
た
わ
ら
、

両
代
議
士
と
の
折
衝
は
続
け
ら
れ
て

い
た
。
両
代
議
士
は

｢

眼
科
医
の
先

生
方
は
、
検
眼
に
あ
ま
り
熱
心
で
は

な
い
、
眼
鏡
作
製
の
た
め
の
検
査
を

七
割
は
眼
鏡
商
が
や
っ
て
い
る｣

な

ど
と
攻
め
ら
れ
、
こ
の
法
案
を
通
す

意
向
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
た
。
し

か
し
、
日
本
眼
科
医
会
は
丁
重
に
検

眼
の
重
要
性
を
説
明
し
、
あ
く
ま
で

も
強
く
反
対
し
続
け
た
。

こ
の
時
期
に
執
行
部
が
困
る
こ
と

が
起
こ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
理
事

会
で
緘
口
令
を
引
い
て
い
た
法
案
に

対
す
る
対
応
の
内
容
が
眼
鏡
商
に
洩

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、

両
代
議
士
よ
り
こ
の
法
案
は
私
案
で

も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
表
に
出
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
厳
し
く

言
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
執
行
部
は
こ
の
法
案
に
つ
い
て

会
員
に
詳
し
く
話
せ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
後
々
ま
で
会

員
の
皆
さ
ん
に
執
行
部
の
言
動
が
不

透
明
で
あ
る
と
い
う
不
信
感
を
抱
か

せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
う
や
く
昭
和
六
十
年
六
月
の
代

議
員
会
で
日
本
眼
科
医
連
盟
を
設
立

小
泉
自
民
党
は
衆
議
院
総
選
挙
で

大
勝
利
を
果
た
し
、
い
わ
ゆ
る
行
財

政
改
革
へ
の
動
き
は
一
段
と
加
速
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
前
号
の

本
欄
で
も
述
べ
た
如
く
、
一
般
論
と

し
て
の
改
革
に
は
是
否
も
な
く
、
必

然
た
る
一
面
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

問
題
は
こ
れ
に
伴
う
医
療
改
革
と

そ
の
中
身
で
す
。
改
革
の
中
身
を
総

称
し
て

｢

新
自
由
主
義｣

と
呼
ば
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
新
自
由
主
義

に
お
け
る
医
療
改
革
と
は
、
医
療
へ

の
株
式
会
社
の
導
入
な
ど
、
い
わ
ゆ

る
経
済
原
則
、
市
場
原
理
の
導
入
で

あ
り
、
規
制
改
革
民
間
開
放
推
進
会

議
の
主
張
そ
の
も
の
で
す
。

総
医
療
費
の
抑
制
を
考
え
て
い
る

財
務
省
、
厚
労
省
は
こ
の
推
進
会
議

の
考
え
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
医
療

の
失
敗
の
現
実
や
学
者
の
見
解
を
み

て
も
新
自
由
主
義
に
よ
る
医
療
改
革

は
総
医
療
費
の
抑
制
に
効
果
が
あ
る

ど
こ
ろ
か
、
公
的
医
療
費
の
抑
制
に

も
つ
な
が
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
有

力
で
す
。
こ
の
見
解
は
最
近
で
は
財

務
省
も
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。

日
本
医
師
会
も
上
述
の
議
論
か
ら

経
済
効
率
が
よ
く
、
か
つW

H
O

が
認
定
し
て
い
る
医
療
の
質
も
世
界

に
誇
れ
る
日
本
の
皆
保
険
制
度
を
堅

持
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
繰

り
返
し
て
お
り
ま
す
。

日
本
眼
科
医
会
も
基
本
的
に
同
一
の

ス
タ
ン
ス
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち

混
合
診
療
の
導
入
に
は
反
対
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
医
政
連
盟
活
動
の

重
要
な
立
脚
点
で
も
あ
り
ま
す
。

混
合
診
療
の
問
題
を
含
め
、
極
め

て
困
難
な
医
療
保
険
の
諸
問
題
は
、

従
来
必
ず
し
も
Ａ
、
Ｂ
会
員
あ
る
い

は
開
業
医
と
学
者
を
含
む
勤
務
医
と

の
間
に
十
分
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ

て
き
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
を

円
滑
に
行
う
た
め
日
本
眼
科
医
会
は

日
本
眼
科
学
会
と
共
同
で
日
本
眼
科

社
会
保
険
会
議
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。日

本
眼
科
社
会
保
険
会
議
に
は
白

内
障
、
角
膜
・
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
、

網
膜
硝
子
体
、
社
保
一
般
に
関
す
る

分
科
会
を
設
置
し
、
眼
科
医
療
保
険

の
諸
問
題
を
長
期
的
展
望
に
た
ち
、

考
察
し
、
戦
略
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
社
保
の
問
題
を
全
体
性
、

透
明
性
、
公
平
性
、
合
理
性
な
ど
を

立
脚
点
と
し
て
検
討
し
て
い
き
、
医

療
保
険
に
関
す
る
医
政
活
動
の
テ
ー

マ
も
こ
こ
で
創
造
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
あ
え
て
全
体
性
、
透
明
性
、

公
平
性
、
合
理
性
な
ど
の
立
脚
度
を

掲
げ
よ
う
と
し
た
の
は
、
今
後
の
医

政
活
動
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
を
立

脚
点
に
し
て
大
き
な
医
療
界
の
中
で

は
各
論
に
な
り
や
す
い
、
眼
科
医
療

の
問
題
を
政
治
家
に
分
か
り
易
く
説

明
、
要
望
す
る
姿
勢
が
基
本
と
考
え

て
い
る
か
ら
で
す
。

筆
者
は
こ
の
原
稿
を
作
っ
て
い
る

最
中
に
訪
米
し
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
オ
プ
ト
メ
ト
リ
ス
ト
の

問
題
は
増
々
そ
の
深
刻
さ
を
深
め
て

い
ま
す
。
オ
プ
ト
メ
ト
リ
ス
ト
の
業

務
内
容
は
今
日
で
は
次
第
に
拡
大
し
、

一
部
の
州
で
は
レ
ー
ザ
ー
手
術
は
も

と
よ
り
、
緑
内
障
の
観
血
手
術
も
オ

プ
ト
メ
ト
リ
ス
ト
が
行
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
メ
リ

カ
眼
科
学
会
で
は
、｢

su
rg

e
ry

b
y

su
rg

e
o

n
!

＝
手
術
は
手
術
医
の
手

で
！｣

と
い
う
笑
う
に
笑
え
な
い
、

あ
た
り
ま
え
の
標
語
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
が
行
わ
れ
る
始
末
で
す
。
ア
メ
リ

カ
の
多
く
の
眼
科
医
は
こ
の
傾
向
は

医
療
費
の
増
大
と
共
に
、
眼
科
医
療

の
質
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が

る
深
刻
な
問
題
を
提
供
し
て
い
る
と

異
口
同
音
に
訴
え
て
い
ま
し
た
。

本
号
で
は
佐
野
七
郎
日
本
眼
科
医

連
盟
最
高
顧
問
に
と
か
く
忘
れ
さ
ら

れ
や
す
い
医
政
連
盟
の
歴
史
の
執
筆

を
依
頼
し
ま
し
た
の
で
是
非
ご
一
読

下
さ
い
。
こ
こ
に
も
記
載
さ
れ
て
い

る
如
く
、
本
会
連
盟
の
大
き
な
役
割

は
オ
プ
ト
メ
ト
リ
ス
ト
の
流
入
の
阻

止
に
あ
り
ま
す
。
上
述
の
米
国
の
現

状
を
み
る
と
、
な
お
極
め
て
今
日
的

な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
、

社
保
一
般
に
お
け
る
医
政
活
動
と
同

時
に
オ
プ
ト
メ
ト
リ
ス
ト
の
問
題
は

今
後
と
も
引
き
続
き
目
を
光
ら
せ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

以
上
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
如
く
、

連
盟
活
動
は
少
な
か
ら
ず
そ
の
内
容

に
お
い
て
、
方
法
等
が
変
革
さ
れ
て

い
く
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
重
要

な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
会
員
の
諸

先
生
方
の
一
層
の
ご
理
解
と
ご
支
援

を
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

す
る
こ
と
を
決
議
し
、
七
月
一
日
に

日
本
眼
科
医
連
盟
が
設
立
さ
れ
た
。

佐
野

充
副
会
長
が
初
代
委
員
長
に

就
任
し
、
十
月
六
日
に
は
、
各
都
道

府
県
の
代
表
五
名
の
参
加
を
求
め
、

日
本
眼
科
医
連
盟
決
起
大
会
を
開
催

し
た
。
こ
の
法
案
が
会
員
に
詳
し
く

伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
強

か
っ
た
が
、
執
行
部
の
熱
心
な
説
得

で
最
終
的
に
法
案
反
対
の
賛
同
を
得

て
、
会
場
は
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。

眼
鏡
士
法
案

(

第
二
次
試
案)

妥
結
ま
で

連
盟
設
立
後
、
公
に
政
治
活
動
を

展
開
し
、
関
係
代
議
士
と
の
折
衝
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
自
民
党
社
会
部

会
や
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
の
方

た
ち
を
は
じ
め
有
力
議
員
に
も
働
き

か
け
、
日
本
眼
科
医
会
の
意
向
に
理

解
を
求
め
た
。
ま
た
厚
生
省
や
眼
鏡

商
と
の
折
衝
も
か
な
り
活
発
に
行
っ

た
。こ

う
し
て
、
第
一
次
試
案
で
問
題

に
な
っ
て
い
た
検
眼
を
認
め
る
条
項

を
外
す
と
こ
ろ
ま
で
後
退
さ
せ
た
。

こ
れ
が
眼
鏡
士
法
案(

第
二
次
試
案)

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
案

を
日
本
眼
科
医
会
と
眼
鏡
商
は
、
両

代
議
士
の
立
会
い
の
下
で
合
意
し
た
。

佐
野

充
委
員
長
は
寝
食
を
忘
れ

て
多
方
面
に
八
面
六
臂
の
働
き
を
し

た
。
更
に
連
盟
の
基
礎
を
築
き
、
第

二
次
試
案
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
功
績
は

真
に
大
き
い
。
ま
た
他
の
役
員
も
佐

野

充
委
員
長
を
補
佐
し
て
昼
夜
を

問
わ
ず
活
躍
し
、
診
療
を
犠
牲
に
し

て
ま
で
走
り
回
っ
た
。

そ
の
後
の
眼
鏡
商
の
動
き
と

政
治
活
動

と
こ
ろ
が
眼
鏡
商
は
、
翌
年
の
昭

和
六
十
一
年
に
全
日
本
眼
鏡
連
盟
中

央
委
員
会
で
、｢

現
行
業
務
が
出
来

る
法
制
化
に
努
力
し
て
い
く｣

こ
と

を
確
認
し
、
合
意
し
た
は
ず
の
眼
鏡

士
法
案
を
無
視
す
る
態
度
に
出
た
。

こ
れ
は
眼
鏡
商
に
検
眼
を
認
め
る
と

い
う
第
一
次
試
案
に
戻
す
こ
と
で
あ
っ

た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
活
動
を
前
に

も
増
し
て
活
発
に
せ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
に
な
っ
た
。

昭
和
六
十
一
年
に
就
任
し
た
有
澤

武
日
本
眼
科
医
会
会
長
は
、
こ
う
し

た
事
情
か
ら
、
会
員
に｢

検
眼
の
日｣

や
｢

目
の
健
康
相
談
日｣

の
設
定
を

提
唱
し
、
ま
た
積
極
的
に
診
療
所
の

外
に
出
て
活
動
す
る｢

攻
め
の
医
療｣

を
唱
え
、
眼
科
医
の
奮
起
を
促
し
た
。

こ
れ
は
、
対
外
的
に
評
価
を
得
た
画

期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
連
盟
活
動
に

大
い
に
役
立
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
韓
国
で
は
眼
鏡
商
の
資

格
取
得
運
動
が
活
発
に
な
り
、
平
成

二
年
に
は
、
改
正
医
療
施
行
規
則
が

公
布
さ
れ
、
眼
鏡
商
の
検
眼
が
可
能

と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
で
日
本
の
眼

鏡
商
は
勢
い
づ
き
、
活
動
が
更
に
盛

ん
に
な
っ
た
。

昭
和
六
十
三
年
に
就
任
し
た
長
屋

幸
郎
委
員
長
の
時
代
は
、
国
民
の
眼

の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
に
検
眼
を

眼
科
医
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
い

う
こ
と
を
広
範
囲
の
国
会
議
員
や
厚

生
省
に
理
解
を
求
め
た
。
そ
の
た
め

代
議
士
の
会
に
よ
く
出
席
し
、
機
会

を
捉
え
て
は
懇
談
し
、
ま
た
厚
生
省

を
し
ば
し
ば
訪
問
し
た
。
長
屋
委
員

長
は
、
週
の
半
分
は
上
京
し
、
多
方

面
に
精
力
的
に
奔
走
し
て
、
眼
鏡
商

の
要
求
を
後
退
さ
せ
た
功
績
は
大
き

い
。平

成
四
年
に
就
任
し
た
上
岡
輝
方

委
員
長
の
時
代
は
、
眼
鏡
士
の
動
き

が
沈
静
化
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

上
岡
委
員
長
は
、
誠
実
な
人
柄
で
信

頼
が
厚
い
こ
と
で
、
対
外
的
に
日
本

眼
科
医
会
は
信
用
さ
れ
高
く
評
価
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
更
に
上
岡
委

員
長
は
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
代
表
者
で
構

成
す
る

｢

医
政
問
題
検
討
委
員
会

(

第
一
期)｣

を
設
置
し
、
今
後
の
眼

鏡
士
法
案
な
ら
び
に
今
後
の
連
盟
の

政
治
活
動
に
つ
い
て
幅
広
く
検
討
し
、

今
後
の
活
動
に
役
立
て
た
。

こ
の
こ
ろ
、
佐
野
七
郎
副
委
員
長

は
、
上
岡
委
員
長
の
命
で
、
非
公
式

的
に
眼
鏡
商
と
代
議
士
を
介
し
て
頻

繁
に
懇
談
し
た
が
、
第
二
次
試
案
の

線
を
維
持
す
べ
く
、
一
歩
も
退
か
な

か
っ
た
。

こ
こ
十
年
の
動
き

平
成
六
年
に
佐
野
七
郎
委
員
長
が

就
任
す
る
と
、
眼
鏡
商
の
動
き
が
活

発
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め

｢

医

政
問
題
検
討
委
員
会

(

第
二
期)

を

発
足
さ
せ
た
。
一
方
全
日
本
眼
鏡
連

盟
は
、
平
成
六
年
十
二
月
に
は
、

｢

眼
鏡
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会｣

意
見
書
を
提
出
し
、
眼
鏡
士
が
日
本

に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
各
界
に
強
く

印
象
付
け
た
。
こ
れ
は
、
眼
鏡
士
法

案
を
有
利
に
運
ぶ
有
効
な
手
段
に
な

る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
か
ら
、
平
成
九

年
に

｢

医
政
問
題
検
討
委
員
会

(

第

三
期)｣

を
立
ち
上
げ
、
更
に

｢

医

政
屈
折
問
題
調
査
検
討
委
員
会｣

を

設
置
し
た
。
平
成
十
一
年
の
臨
眼
で

は
、
特
別
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で

｢

わ

が
国
に
オ
プ
ト
メ
ト
リ
ス
ト
は
必
要

か｣

を
開
催
し
た
。
こ
れ
ら
の
一
連

の
活
動
を
通
し
て
、
眼
鏡
士
法
案
に

対
す
る
日
本
眼
科
医
会
の
主
張
の
論

理
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
出

来
た
。

佐
野
七
郎
委
員
長
の
時
代
は
、
各

地
域
の
連
盟
活
動
に
熱
心
な
会
員
の

方
々
の
大
き
な
協
力
が
得
ら
れ
た
時

代
で
あ
る
。
こ
の
効
果
は
大
き
く
、

中
央
で
も
地
方
で
も
代
議
士
諸
侯
や

厚
生
省
関
係
や
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
に

日
本
眼
科
医
会
の
検
眼
に
関
す
る
考

え
方
が
幅
広
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
更
に
人
間
関
係
を
重
ん
じ

た
信
頼
さ
れ
る
日
本
眼
科
医
会
を
モ
ッ

ト
ー
に
、
誠
実
に
行
動
し
社
会
的
に

信
用
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
効
果
は

大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。

終
わ
り
に

平
成
十
二
年
に
、
眼
鏡
商
は
認
定

眼
鏡
士
制
度
を
立
ち
上
げ
た
。
こ
の

制
度
に
よ
っ
て
眼
鏡
商
が
よ
り
よ
い

眼
鏡
を
作
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
今
後
は
眼
科
医
と

眼
鏡
商
は
お
互
い
の
友
好
関
係
を
保

ち
つ
つ
、
相
互
理
解
を
深
め
て
行
き
、

国
民
の
た
め
に
よ
り
よ
い
方
向
に
進

ん
で
い
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

日
本
眼
科
医
会
は
、
社
団
法
人
に

な
っ
た
こ
と
と
連
盟
が
創
設
さ
れ
た

こ
と
で
、
こ
の
二
十
年
、
社
会
的
評

価
は
上
が
り
、
存
在
感
が
大
き
く
な
っ

た
と
思
う
。
今
後
も
眼
科
医
は
、
国

民
の
眼
の
治
療
並
び
に
健
康
の
維
持
・

増
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
法
を
遵

守
し
、
自
ら
を
律
し
て
人
び
と
に
奉

仕
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

平
成
十
六
年
に
は
、
三
宅
謙
作
委

員
長
が
就
任
し
た
。
新
執
行
部
は
就

任
し
て
ま
だ
一
期
に
満
た
な
い
が
、

対
外
的
に
評
価
は
高
い
。
今
後
の
活

動
を
期
待
し
た
い
。
最
後
に
、
今
後

と
も
日
本
眼
科
医
連
盟
に
対
し
て
会

員
の
更
な
る
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、

連
盟
活
動
に
ご
協
力
を
切
に
お
願
い

し
た
い
。

委
員
長
挨
拶

三

宅

謙

作
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日
本
眼
科
医
連
盟
の
平
成
十
六
年

度

(

平
成
十
六
年
一
月
一
日
〜
十
二

月
三
十
一
日)

の
収
支
状
況
を
報
告

い
た
し
ま
す
。

【
収
入
】
本
年
度
収
入
は
個
人
の
党

費
・
会
費

(

五
、
二
二
八
人
分)

、

寄
附
金
そ
の
他
を
合
わ
せ
て
五
六
六

四
万
三
六
八
九
円
。
前
年
度
繰
越
額

八
五
五
一
万
七
五
三
〇
円
を
合
わ
せ
、

収
入
総
額
は
一
億
四
二
一
六
万
一
二

一
九
円
で
す
。

【
支
出
】
支
出
総
額
は
四
七
三
二
万

四
〇
九
〇
円
で
、
主
な
支
出
は
政
治

活
動
費
の
三
七
三
七
万
四
八
〇
五
円

で
す
。

こ
の
報
告
は
、
平
成
十
七
年
三
月

十
二
日
に
監
査
を
受
け
、
同
三
月
十

五
日
に
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に

提
出
い
た
し
、
平
成
十
七
年
九
月
三

十
日
発
行
の
官
報
号
外
に
収
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

以
上
、
平
成
十
六
年
度
の
会
計
報

告
を
い
た
し
ま
し
た
。

平
成
十
六
年
度
会
計
報
告

平成16年度日本眼科医連盟
収 支 報 告 書

(自 H 16.1.1～至 H 16.12.31)

日本眼科医連盟

報告年月日 17. 3. 15

1 収入総額 142,161,219

前年繰越額 85,517,530

本年収入額 56,643,689

2 支出総額 47,324,090

翌年への繰越額 94,837,129

3 本年収入の内訳

個人の党費・会費(5,228人) 52,280,000

寄附 4,363,000

個人分 4,363,000

その他の収入 689

一件十万円未満のもの 689

4 支出の内訳

経常経費 9,949,285

光熱水費 296,742

備品・消耗品費 2,732,353

事務所費 6,920,190

政治活動費 37,374,805

組織活動費 25,908,925

選挙関係費 5,328

機関紙誌の発行その他の事業費 2,832,652

機関紙誌の発行事務費 2,832,652

調査研究費 81,900

寄附・交付金 8,546,000

5 寄附の内訳

(個人分)

年間百万円以下のもの 4,363,000

会
計
責
任
者

石

川

ま
り
子

眼
科
医
連
盟

会
費
納
入
の
お
礼

日
本
眼
科
医
連
盟
の
会
費
納
入
に

際
し
、
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

平
成
十
六
年
度
の
納
入
状
況
は
全

国
平
均
三
十
九
％
と
な
り
ま
し
た
。

納
入
率
ベ
ス
ト
５

一
、
広

島

県

八
十
八
％

二
、
和
歌
山
県

六
十
五
％

二
、
秋

田

県

六
十
五
％

四
、
山

口

県

六
十
四
％

五
、
徳

島

県

六
十
三
％

今
後
共
よ
り
一
層
ご
協
力
の
程
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

尚
、
都
道
府
県
別
の
寄
附
金
ベ
ス

ト
５
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

寄
附
金
ベ
ス
ト
５

一
、
兵

庫

県

百
八
十
二
万
円

二
、
福

岡

県

五
十
七
万
円

三
、
岐

阜

県

三
十
九
万
円

四
、
山

口

県

三
十
二
万
円

五
、
石

川

県

二
十
九
万
円

☆
通
常
会
費

一
万
円

日本眼科医連盟関係年表 (敬称略)

年 月 日 事 項 年 月 日 事 項

昭和60年(1985年)

3月27日

3月31日

6月23日

7月 1日

10月 6日

12月20日

昭和61年(1986年)

1月20日

3月15日

3月28日

4月 1日

11月13日

12月25日

昭和62年(1987年)

11月28日

昭和63年(1988年)

4月 2日

11月10日

平成元年(1989年)

6月 5日

平成 2年(1990年)

1月24日

4月 7日

8月 8日

8月14日

12月25日

平成 3年(1991年)

6月28日

平成 4年(1992年)

4月 4日

11月30日

12月15日

平成 5年(1993年)

平成 6年(1994年)

4月 2日

6月10日

8月 1日

8月

9月 5日

12月13日

眼鏡調製士法案 (第 1次試案)､ 橋本龍太郎・丹羽雄哉両代議士より

提示される

日本眼科医会緊急理事会開催､ 対応について協議

日本眼科医会代議員会､ 日本眼科医連盟の設立を決議

日本眼科医連盟設立 (委員長：佐野 充)

日本眼科医連盟決起大会開催 (於：順天堂大学有山記念講堂)

眼鏡士法案 (第 2次試案)､ 眼科医会と眼鏡商で合意

眼科医連盟ニュース第 1号発行 (｢眼鏡調製士法 (試案) 日眼医の主

張どおりに｣)

眼科医連盟ニュース第 2号発行 (｢医療をめぐる政治情勢｣)

日本眼鏡政治連盟設立 (理事会長：福田吉弘)

日本眼科医連盟役員改選 (委員長：佐野 充)

全日本眼鏡連盟､ 第 22回中央委員会で ｢現行業務ができる法制化に

努力していく｣ことを確認

眼科医連盟ニュース号外発行 (｢眼鏡士法 (試案) 紳士協定に亀裂｣)

韓国 改正医療技士法 (国家眼鏡士免許制度の制定) 公布

日本眼科医連盟役員改選 (委員長：長屋幸郎)

眼科医連盟ニュース第 3号発行 (｢医学だけで医療はできない 政治

が医療を変えようとしている｣)

眼科医連盟ニュース第 4号発行 (｢眼科医療の問題点｣)

眼科医連盟ニュース第 5号発行 (｢平成 2年度の眼科と政治的課題｣)

日本眼科医連盟役員改選 (委員長：長屋幸郎)

韓国 改正医療技士法施行令公布

韓国 改正医療技士法施行規則公布 (眼鏡士の検眼が可能となる)

眼科医連盟ニュース第 6号発行 (｢今日の政論｣)

眼科医連盟ニュース第 7号発行 (宮崎秀樹：｢医療と政治｣)

日本眼科医連盟役員改選 (委員長：上岡輝方)

日本眼科医連盟 ｢医政問題検討委員会 (第 1期) ｣設置 (委員は各ブ

ロック推薦の代表者)

眼科医連盟ニュース第 8号発行 (大浜方栄：｢これからの医政｣)

日本眼科医連盟役員改選 (委員長：佐野七郎)

日本眼科医連盟 ｢医政問題検討委員会 (第 2期)｣設置

全日本眼鏡連盟 ｢眼鏡法制化推進協議会 (会長：福田吉弘)｣ 組織

全日本眼鏡連盟 ｢眼鏡に関する有識者懇談会｣発足

眼科医連盟ニュース第 9号発行 (自見庄三郎：｢よりよい医療を求め

て｣､ 大浜方栄：｢国会報告｣､ 宮崎秀樹：｢医療の効率化｣､ ｢連盟 Q＆

A｣)

全日本眼鏡連盟 ｢眼鏡に関する有識者懇談会｣ 意見書提出

平成 7年(1995年)

7月 6日

12月20日

平成 8年(1996年)

4月 6日

12月20日

平成 9年(1997年)

1月20日

12月20日

平成10年(1998年)

4月 4日

12月21日

平成11年(1999年)

4月24日

9月12日

10月10日

12月21日

平成12年(2000年)

4月 1日

8月

12月21日

平成13年(2001年)

12月21日

平成14年(2002年)

4月 6日

12月12日

平成15年(2003年)

9月 7日

11月17日

12月19日

平成16年(2004年)

4月 3日

6月21日

9月 5日

12月21日

平成17年(2005年)

12月20日

眼科医連盟ニュース号外発行 (武見敬三：｢医師を支援する政治環境

の形成)

眼科医連盟ニュース第 10号発行 (宮崎秀樹・武見敬三・阿部正俊各

議員挨拶､ 佐野 充：｢眼鏡士問題に寄せて｣)

日本眼科医連盟役員改選 (委員長：佐野七郎)

眼科医連盟ニュース第 11号発行 (｢連盟 Q & A・2｣)

日本眼科医連盟 ｢医政問題検討委員会 (第 3期)｣ 設置

眼科医連盟ニュース第 12号発行 (丹羽雄哉・自見庄三郎・宮崎秀樹

各議員挨拶､ ｢勤務医会員の皆様へ｣)

日本眼科医連盟役員改選 (委員長：佐野七郎)

眼科医連盟ニュース第 13号発行 (｢日本眼科医会ならびに日本眼科医

連盟の動向について｣)

日本眼科医連盟 ｢第 1回医政屈折問題調査検討委員会｣開催 (委員：

朝広信彦､ 伊藤信一､ 井上治郎､ 加藤桂一郎､ 西信元嗣､ 所 敬､

向井 章)

日本眼科医連盟 ｢第 2回医政屈折問題調査検討委員会｣ 開催

第 53回日本臨床眼科学会特別シンポジウム ｢わが国にオプトメトリ

ストは必要か？｣ 開催

眼科医連盟ニュース第 14号発行 (｢日本眼科医連盟の沿革｣)

日本眼科医連盟役員改選 (委員長：佐野七郎)

(社)日本眼鏡技術者協会 ｢認定眼鏡士｣制度実施開始

眼科医連盟ニュース第 15号発行 (｢武見敬三参議院議員に聞く｣)

眼科医連盟ニュース第 16号発行 (宮崎秀樹：｢医療制度改革について｣)

日本眼科医連盟役員改選 (委員長：佐野七郎)

眼科医連盟ニュース第 17号発行 (武見敬三：｢医療制度改革の座標軸｣)

眼科医連盟規約一部改正 (事務所の住所変更)

連盟事務所の移転

(新住所：東京都港区芝 2－2－14 一星芝ビルディング 7階)

眼科医連盟ニュース第 18号発行 (宮崎秀樹：｢医療をめぐる現状報告｣)

日本眼科医連盟役員改選 (委員長：三宅謙作)

眼科医連盟ニュース第 19号発行 (西島英利：｢医療現場の視点に根ざ

した医療政策の実現に向けて｣)

眼科医連盟規約一部改正 (最高顧問の設置)

眼科医連盟ニュース第 20号発行 (武見敬三：｢歴史としての戦後医療

政治｣､ 西島英利：｢新しい『坂の上の雲』 を目指して｣)

眼科医連盟ニュース第 21号発行 (｢日本眼科医連盟 20年を振り返っ

て｣)
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